
第４０号議案新旧対照表  

埼玉県央広域公平委員会共同設置規約新旧対照表  

（下線の部分は変更部分）  

変更前  変更後  

(共同設置 ) (共同設置 ) 

第 1条  次に掲げる市及び一部事務組合 (以

下「関係市等」という。 )は、共同して

公平委員会を設置する。  

第 1条  次に掲げる市及び一部事務組合 (以

下「関係市等」という。 )は、共同して

公平委員会を設置する。  

鴻巣市  鴻巣市  

桶川市  桶川市  

北本市  北本市  

北本地区衛生組合  北本地区衛生組合  

埼玉県央広域事務組合  埼玉県央広域事務組合  

埼玉中部環境保全組合  埼玉中部環境保全組合  

鴻巣行田北本環境資源組合  彩北広域清掃組合  

  

 


